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市
で
は
、
生
活
習
慣
病
の
早
期

発
見
・
早
期
治
療
に
よ
る
健
康
保

持
増
進
を
図
る
た
め
、
指
定
医
療

機
関
で
の
人
間
ド
ッ
ク
受
診
の
際

の
健
診
費
用
を
一
部
助
成
し
ま
す
。

〇
対
象
者

①
35
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
（
40
歳
か
ら
74
歳

の
方
は
、
特
定
健
診
と
し
て
受

診
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）

※
た
だ
し
、が
ん
検
査
は
40
歳
以
上

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険

者
（
75
歳
以
上
の
方
お
よ
び
65

歳
か
ら
74
歳
で
一
定
の
障
が
い

が
あ
る
方
）

〇
助
成
額
　
健
診
費
用
の
２
分
の

１
以
内
（
年
度
内
１
回
限
り
と

し
、
が
ん
ド
ッ
ク
助
成
や
各
地

区
で
行
わ
れ
る
特
定
健
診
を
受

け
た
方
は
除
き
ま
す
）

〇
申
し
込
み
・
受
診
方
法
　
ご
希

望
の
医
療
機
関
に
健
診
内
容
や

費
用
に
つ
い
て
お
問
い
合
わ
せ

の
上
、
受
診
の
予
約
を
し
て
く

だ
さ
い
。
予
約
後
、
受
診
日
の

２
週
間
前
ま
で
に
福
祉
課
ま
た

は
健
康
づ
く
り
課
窓
口
で
「
受

診
助
成
券
」
の
交
付
申
請
を
し

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る
方
へ

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

て
く
だ
さ
い
。

〇
助
成
方
法
　
助
成
額
は
市
が
直

接
医
療
機
関
へ
支
払
い
ま
す
。

医
療
機
関
窓
口
で
は
、
健
診
費

用
か
ら
助
成
額
を
差
し
引
い
た

金
額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

〇
指
定
医
療
機
関
　
３
月
に
全
戸

配
布
し
た
「
平
成
28
年
度
版
健

康
・
福
祉
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
12

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

福
祉
課
国
保
医
療
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
０
４
）

健
康
づ
く
り
課
保
健
医
療
推
進
係

（
中
野
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
６
８
）

健康
　
４
月
か
ら
利
用
時
間
が
次
の
と

お
り
変
わ
り
ま
し
た
。

○
利
用
時
間
（
月
～
金
曜
日
）

　
午
前
８
時
～
午
後
６
時

○
実
施
場
所　

病
児
・
病
後
児
保

育
施
設
（
北
信
総
合
病
院
た
ん

ぽ
ぽ
保
育
園
と
な
り
）

○
病
児
・
病
後
児
保
育
と
は
　
保

育
園
な
ど
に
通
う
児
童
が
「
病

気
」
ま
た
は
「
病
気
の
回
復
期
」

で
保
育
園
な
ど
で
の
集
団
保
育

が
困
難
で
あ
る
時
期
に
、
保
護

者
の
就
労
な
ど
に
よ
り
家
庭
で

保
育
が
で
き
な
い
場
合
、
一
時

的
に
児
童
を
お
預
か
り
す
る
事

業
で
す
。
な
お
、
利
用
希
望
の

方
は
、
登
録
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

○
利
用
方
法
　
か
か
り
つ
け
医
を

受
診
し
、
診
療
情
報
提
供
書
に

記
入
の
上
、
利
用
申
込
書
に
添

付
し
て
当
施
設
へ
持
参
下
さ
い
。

　
ま
た
、
事
前
に
施
設
へ
電
話
で

病
状
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

○
利
用
料
金
　
利
用
料
金
は
掛
か

り
ま
せ
ん
。

○
利
用
制
限
　
施
設
の
構
造
な
ど

に
お
い
て
空
気
感
染
に
対
応
で

き
な
い
た
め
、
空
気
感
染
の
疾

患
時
（
結
核
・
麻
疹
・
水
痘
）

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
時
期

に
お
い
て
38
・
５
度
以
上
の
発

熱
性
疾
患
時
は
、
利
用
で
き
ま

せ
ん
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
登
録
先

保
育
課
保
育
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
９
３
）

利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た

病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
が

保育

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
将

来
に
わ
た
り
高
齢
者
の
方
が
安
心

し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
被
保
険
者（
加
入
者
）は
、
75
歳

以
上
の
方
と
65
歳
以
上
75
歳
未
満

の
一
定
の
障
が
い
が
あ
り
、
広
域

連
合
の
認
定
を
受
け
た
方
で
す
。

　
平
成
28
年
度
の
保
険
料
額
は
、

平
成
27
年
中
の
所
得
の
申
告
に
基

づ
き
算
出
し
、
７
月
中
旬
に
被
保

険
者
の
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
「
決

定
通
知
書
」
を
お
送
り
し
ま
す
。

※
本
年
度
中
に
75
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
る
方
に
は
、
誕
生
日
の
前

日
ま
で
に
「
保
険
証
」
を
ご
自

宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

○
平
成
２8
・
２9
年
度
保
険
料
率

・
均
等
割
額
　
４
万
９
０
７
円

・
所
得
割
率
　
８
・
３
％

・
限
度
額
　
57
万
円

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

　
所
得
に
応
じ
て
、
次
の
と
お
り

保
険
料
の
軽
減
措
置
を
継
続
し
て

行
い
ま
す
。

○
均
等
割
額
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
、
９

割
、
８
・
５
割
、
５
割
、
２
割

を
軽
減
し
ま
す
。

○
所
得
割
額
の
軽
減

　
総
所
得
金
額
か
ら
基
礎
控
除

33
万
円
を
控
除
し
た
残
り
の
額

が
58
万
円
以
下
（
年
金
収
入
で

２
１
１
万
円
以
下
）
の
方
は
、

所
得
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

す
。

○
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
の
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
直

前
に
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
方
は
、
所
得
割
額
が

掛
か
ら
ず
均
等
割
が
９
割
軽
減

と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
国
保
医
療
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
９
６
）

長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
６
（
２
２
９
）
５
３
２
０

保険

保
険
料
の
軽
減

均等割額（40,907円）
保険料の計算方法

所得割額（前年中の
総所得金額等‐基礎
控除額33万円）×所
得割率（8.3%）

保険料（年額）

＋

＝
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肺
炎
球
菌
は
、
肺
炎
の
原
因
と

な
る
菌
で
、
特
に
高
齢
者
や
慢
性

疾
患
を
お
持
ち
の
方
は
重
篤
化
す

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
は
、

通
常
１
回
の
接
種
で
５
年
以
上
の

効
果
が
認
め
ら
れ
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
よ
う
に
毎
年
接
種
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
健
康
保
持

増
進
を
図
る
た
め
、
肺
炎
球
菌
ワ

ク
チ
ン
接
種
費
用
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

対
象
者
　
次
の
①
お
よ
び
②
に
該

当
す
る
市
民
の
方

①
平
成
28
年
度
（
平
成
28
年
４
月

１
日
か
ら
平
成
29
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
）
に
、
65
歳
、
70

歳
、
75
歳
以
上
と
な
る
方
（
た

だ
し
、
65
歳
、
70
歳
の
方
は
、

過
去
に
こ
の
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

を
受
け
た
場
合
、
対
象
者
と
は

な
り
ま
せ
ん
）

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、

心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能
、

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
免
疫
の
機
能
に
障
が
い
を
有

す
る
方

※
た
だ
し
、
①
・
②
と
も
に
過
去

５
年
以
内
に
こ
の
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

医療機関名 住所 電話番号
アライクリニック 岩船 444 －１ （24）060１
飯田医院 中野 １６５0 －３ （22）26５３
市川内科医院 三好町一丁目2－１0 （22）３３66
今井こども医院 岩船 １６１ － １3 （24）７７５５
小田切医院 中央三丁目4－１６ （22）３0５4
くまき整形外科・
リウマチ科クリニック一本木 ２8２ －１ （2３）１３0１

高野医院 中央二丁目6－２２ （22）6８１0
佐藤病院 上今井 ６0１ （３８）３３１１
須藤医院 中野 １8６8 －７ （22）３７46
関整形外科 西条 97２ －１ （22）6１７0
徳竹医院 中央一丁目７－３ （22）３202
西原医院 西二丁目３－１６ （22）３00７
長谷川クリニック 吉田 770 －１ （26）７７00
広田医院 中央一丁目2－１0 （22）666１
北信総合病院 西一丁目５－６3 （22）2１５１
丸谷医院 片塩 4６５－１ （26）00７７
南谷整形外科 小田中 4６２－１ （22）７７22
油井内科医院 金井 893－2 （26）１24１

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

接
種
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す接

種
の
流
れ
　
左
表
の
委
託
医
療

機
関
へ
予
約
の
上
、
年
齢
が
確
認

で
き
る
も
の
（
免
許
証
、
保
険
証

な
ど
）
を
持
参
し
中
野
保
健
セ
ン

タ
ー
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
予
診

票
兼
助
成
券
な
ど
を
交
付
し
ま

す
。

助
成
額
　
３
０
０
０
円
（
医
療
機

関
で
支
払
い
時
に
差
し
引
か
れ
、

差
額
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
）

問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

健
康
づ
く
り
課
保
健
医
療
推
進
係

（
中
野
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
４
２
・

３
６
８
）

※このほか、市外医療機関の一部でも接種できる
場合があります。詳しくはお問い合わせください。

（五十音順）
◆高齢者肺炎球菌の予防接種ができる医療機関

６５歳 昭和26年４月２日生から
昭和27年４月１日生

７０歳 昭和21年４月２日生から
昭和22年４月１日生

７５歳以上 昭和17年４月１日以前生

◆平成２8年度に各年齢になる方
健康

保険

問い合わせ先　福祉課国保医療係　☎（２２）２１１１（内線３０４・２９６）

入院時の食事に係る標準負担額が見直しされます
国民健康保険証、後期高齢者医療保険証をお使いの皆さんへ

負担額（１食当たり）

現行 平成２8・２9年度
（Ｈ２8.4.１～Ｈ3０.3.31）

平成3０年度以降
（Ｈ3０.4.１以降）

一般所得
（下記以外の方） 260円 360円 460円

低所得Ⅱ
（住民税非課税）

210円
（過去12カ月の入院日数が90日以下） 据え置き 据え置き

160円
（過去12カ月の入院日数が90日超） 据え置き 据え置き

低所得Ⅰ
（住民税非課税で
一定所得以下）

100円 据え置き 据え置き

　４月から、中野市国民健康保険証または長野県後期高齢者医療保険証をお使いの方に対する入院時の食
事代について、入院と在宅療養の負担の公平などを図る観点から、在宅療養でも負担する費用として食材
費相当額に加え、調理費相当額の負担が下表のとおり加わります。
　なお、低所得者、指定難病患者など一部例外は据え置き、引き上げは行いません。


